
日本郵便の地方創生への取り組み



地方公共団体様におかれましては、人口減少や少子高齢化、住民生活・安全などの課題
が生じる中、様々な対策を実施しているとお聞きしています。

こうした取り組みのお手伝いをさせていただきたいとの考えから、日本郵便では、地域
の課題解決に向け、郵便局ネットワークを活用した具体的な取り組みを行っています。

重点的に取り組まれたい事項や、特にお困りの事項をお伺いする中で、本資料でご紹介
している取り組みを中心に、地方公共団体様のニーズに合わせたご提案をいたします。

はじめに

point 地方公共団体様との関わり（地方創生関連/2024年3月末時点）

包括連携協定

1,523都道府県/市区町村

地方公共団体事務の受託

404都道府県/市区町村から、5,389の郵便局で受託
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おかげさまで150周年

 1871年(明治4年)

郵便事業創業

郵便切手の発行開始

 1872年(明治5年)

郵便の全国ネットワーク完成

 1873年(明治6年)

郵便料金の全国均一制実施

郵便はがきの発行開始

 1875年(明治8年)

郵便為替・郵便貯金事業創業

 1892年(明治25年)

小包郵便の取り扱い開始

 1894年(明治27年)

記念切手の発行開始

 1899年(明治32年)

年賀特別郵便の開始

 1885年(明治18年)

逓信省発足
マークとして「〒」を制定

 1877年(明治10年)

万国郵便連合（UPU）に加盟

 1916年(大正5年)

簡易保険事業創業

 1911年(明治44年)

速達郵便の取り扱い

 1928年(昭和3年)

国民保健体操
（旧ラジオ体操）の制定

 1968年(昭和43年)

郵便番号制を導入（五桁）
※ 1998年に新郵便番号

（七桁）を導入

 1983年(昭和58年)

ふるさと小包が誕生

 1984年(昭和59年)

郵便貯金オンライン
全国ネットワーク完成

 1949年(昭和24年)

郵政省発足

 1901年(明治34年)

赤いポスト登場

 1996年(平成8年)

保冷郵便
（チルドゆうぱっく）を創設

 1992年(平成4年)

簡易保険オンライン
全国ネットワーク完成

 2001年(平成13年)

郵政事業庁発足

地方公共団体事務の受託開始
※ 2023年3月末現在、全国426

の市区町村から受託中

 2003年(平成15年)

日本郵政公社発足

 2007年(平成19年)

日本郵政グループ発足
（2012年に4社体制に移行）

 2012年(平成24年)

旧東京中央郵便局跡地に
JPタワーが竣工

 2015年(平成27年)

東京証券取引所市場第一部への
上場

 2021年(令和3年)

郵政創業150年

 2006年(平成18年)

フレーム切手の取り扱い開始

～ 創業者（前島密）の信条 ～

縁の下の力持ちになることを厭うな。

人のためによかれと願う心を常に持てよ

郵便局の歴史



 日本郵便（郵便局）は、郵政民営化法及び日本郵便株式会社法で、郵便局ネットワークを
活用して、地域住民の利便の増進に貢献する業務を行うとされています。

 日本郵便株式会社は、郵便の業務、銀行窓口業務及び保険窓口業務並びに郵便局を活用して行う地域
住民の利便の増進に資する業務を営むことを目的とする株式会社とする。(日本郵便株式会社法第1条)

 郵便局の設置基準は、日本郵便株式会社法等により、①あまねく全国に郵便局を設置する、
②いずれの市町村にも1局以上設置する、③過疎地においては、現在の郵便局ネットワーク
の水準を維持することなどと、規定されています。

 地方創生に向けた各種対応を行うため、地方公共団体様ごとに地方公共団体担当局長
を置くとともに、全国13の支社及び本社にも地方公共団体様向けの専門部署を設置し
ています。郵便局・支社・本社が相互に密な連携を図ることにより、きめ細やかな対
応を行います。

「地方公共団体担当局長」を設置

各地方公共団体様との交渉・連携
窓口役

地方公共団体様

都道府県：４７
市区町村：1,７４１

各支社に「地方公共団体窓口担当」を
設置

各地域における連携のコントロール
タワー

「地方創生推進部」を設置

地方創生の全社的推進を担い、
あらゆるニーズへの柔軟な対応を
実現

郵便局

支社

本社

郵便局ネットワークと地方創生

日本郵便株式会社の特性（法律により設立された特殊会社）

日本郵便株式会社の地方創生の体制
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日本郵便が取り組む地方創生は、創業以来培ってきたお客さまや地域からの信頼を基に、
ユニバーサルサービスを提供しつつ、当社の経営資源を最大限活用して、地域のニーズに
応じた多種多様なサービスを提供していくことにより、地域との共生を図ることです。

日本郵便は、全国津々浦々の郵便局と配達網等、その機能と資源を最大限に活用して、
地域のニーズにあったサービスを安全、確実、迅速に提供し、人々の生活を生涯にわたって
支援することで、触れ合いあふれる豊かな暮らしの実現に貢献します。

（日本郵便の経営理念より）

01 郵便局の地方創生



実施
時期

2022年10月14日～12月23日
調査対象
・方法

全市町村に対して「調査・照会（一斉調査）
システム」を利用して調査（全数調査）

回収率
71.7％
（送付1,741に対し回収1,248）

point 郵便局と協力した地域課題の解決・改善、地域の活性化に取り組んでいるか

郵便局に求める地域貢献に関するアンケート調査結果(令和5年5月18日総務省郵政行政部)より

point 郵便局と協力して地域課題の解決・改善、地域の活性化に取り組みたい分野(複数回答可)

上位10分野
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地方公共団体様との
継続的な関係構築から、

地域課題解決の様々な事例が
生まれています!

郵便局の強み(P5,6)を生かした
地域の課題解決に向けた
具体的な取り組み(P7～)を

紹介します!
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銀行業

生命保険業

郵便・物流事業 郵便局窓口事業 国際物流事業

【付録】日本郵政グループの強み

郵便サービスを全国一律の料金であまねく公平に提供するとともに、
国からの委託による印紙の売りさばき、お年玉付郵便葉書の発行などの
業務も行っています。また、eコマース市場の成長に伴う多様なお客さま
のニーズに的確に応えるため、ゆうパックやゆうメールなどの貨物運送
サービスをはじめ、お客さまに最適な物流戦略の設計、提案、構築から
運用までを行うロジスティクスサービスを提供しています。

•全国3,100万ヵ所に毎日配達を
行う輸送ネットワーク

•ラストワンマイルにおける自動
二輪車の機動力を活用した小型
荷物の効率的な配達

•確実にお客さまにお届けする
高品質の配達サービス

郵便・物流事業 強み

お客さまにサービスを提供するための営業拠点として全国に設置した
郵便局において、郵便・物流事業に関する窓口業務、ゆうちょ銀行から
業務を受託する銀行窓口業務、かんぽ生命から業務を受託する保険窓口
業務をはじめ、物販事業、不動産事業、提携金融サービス、地方公共
団体事務の受託なども行っています。

•日本全国2万4千の郵便局
ネットワーク

•グループ内外の多様な商品・
サービスの提供

•毎日の生活のなかで多くの
お客さまにご利用いただいて
いる顧客基盤

郵便局窓口事業 強み

Toll Holdings Pty Limited及び同社傘下の子会社において、アジア
太平洋地域に関わる輸出入を中心としたフルラインでの国際的貨物輸送、
及び、アジア太平洋地域における輸送・倉庫管理や資源・政府分野物流
等のサービスを行っております。

•国際物流ネットワーク
約150ヵ国

•精密な温度管理やスマート物流
管制システム等の先端物流技術
を有するトールシティ等の設備

国際物流事業 強み

ゆうちょ銀行及びその関係会社が、銀行法に基づき、預金（貯金）業
務、貸出業務、有価証券投資業務、為替業務、国債、投資信託及び保険
商品の販売、住宅ローン媒介業務、クレジットカード業務などを行って
おります。

•邦銀随一の顧客基盤
•日本全国の郵便局・ATMネット
ワーク

•本邦最大級の資金基盤
•多様な専門人材

銀行業 強み

保険業法に基づく免許・認可を得て、生命保険の引受け及び有価証券
投資、貸付等の資産運用業務を行っております。かんぽ生命の直営店に
おいて、自社商品のほか、他の保険会社の商品の受託販売等を行ってお
ります。 また、日本郵便との間で業務委託契約等を締結し、郵便局で
生命保険募集等を行っております。

•非常に大きな顧客基盤
•全国どこにでもある郵便局で
お手続きが可能

•簡易・小口な商品

生命保険業 強み

事業の強み

01 郵便局の地方創生
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数字で見る強み

point1 郵便局や郵便局が取り扱う商品のイメージ(複数回答可)

1位
近くにあり便利

64.5%
2位

全国にある

64.3%
3位

安心できる

42.4%

郵便局への信頼と身近さ

4位
気軽に利用できる

41.8%
5位

信頼できる

38.8%

実施
時期

2019年3月4日～3月14日
調査
方法

郵便局での対面聴き取り調査
調査
地域

全国47都道府県の70局
回収
件数

7,127人
（男性2,747 女性4,380)

point2 郵便局までの所要時間と来局頻度※2

2019年3月来局者調査より

※1 契約者さま及び被保険者さまを合わせた人数です(個人保険及び個人年金保険を含み、(株)かんぽ生命保険が受再している簡易生命保険契約を含みます。)。

※2 小数点以下第二位を四捨五入しているため、合計が100にならない場合があります。

※3 窓口・電話対応や郵便局等で取り扱っている商品・サービスの種類の多さや内容、営業曜日・時間、設備面を総称して「総合的」といいます。

郵便局の数

24,251局(全国)

強み1 日本全国の郵便局ネットワーク 強み2 配達ネットワークと金融ネットワーク

強み3 圧倒的な顧客基盤、豊富な顧客データ

従業員数(2022.3.31現在)

約37.94万人

証券外務員資格保有者数

89,694人

生命保険募集人資格保有者数

92,169人

FP資格保有者数

70,434人

通常貯金口座数

約1億2,000万口座

かんぽ生命お客さま数※1

約1,938万人

郵便配達箇所数

約3,100万カ所

1日

郵便ポスト数

175,145本(全国)

国際物流ネットワーク

約150カ国

ATM台数

31,454台(全国)

郵便事業用車両の保有台数

約11,5万両

強み4 顧客満足度※2

あなたは、郵便局等に関して、総合的※3に
どの程度満足していますか。

満足

74.4%

不満

6.8%



地方公共団体事務の受託

双方の解決を実現する必要があるが、行政窓口の維持・拡大には、地方公共団体
職員の配置など負担も大きい。加えて、支所・出張所の廃止などの行政窓口の効率
化策は、地域住民からの理解を得られにくい…

地方公共団体様の課題POINT 1

人口減少、少子高齢化、過疎化等が進展する中、支所の運営コスト等を見直さなけ
ればいけないが、「住民サービスの維持・向上」と「行政コストの削減」双方の解決を
考えないといけない…

郵便局では、「お客さま、地域との信頼関係」を重要な基盤として、郵便、貯金、保険の
三事業を中核とする様々な商品サービスを提供しています。

2001年12月から郵便局窓口での証明書交付事務の取り扱いを開始し、2019年からは
地方公共団体様の支所や出張所の行政事務も包括的に受託しております。

また、2021年3月から納税証明書や戸籍謄本等の代理人による届出（交付請求）の
受付が可能になりました。

ご提案POINT 2
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メリットPOINT 3

財政面

支所や出張所等の代替として地方公共団体様

の経費削減の効果が期待できます。

また、例えば受託可能業務の一つであるマイナ

ンバーカード関連事務は、国庫補助の対象となっ

ているので、人件費の増大を抑えながら、新たに

増大してきている業務に対応できます。

住民サービスの向上

住民サービスの拠点を増やすことで、遠くの庁舎

に行かずとも、近くの郵便局でサービスが受けら

れ、利便向上につながります。 窓口混雑の解消

プレミアム付商品券の販売等、一時的に集中す

る事務についても、郵便局に委託することにより、

窓口混雑の緩和や負荷分散が可能です。

職員様が基幹業務へ注力可能

支所や出張所等で行っている事務を郵便局でも

取り扱うことにより、窓口混雑が緩和され、職員様

が基幹業務へ一層注力できます。

一貫したサービスの提供

郵便局窓口で、各種公的証明書の交付や受付

等のサービスを受け、遠方にお住いのご家族等に

郵送することも可能。

404の都道府県/市区町村から、5,389の郵便局で受託 (2024年3月末現在)

委託される地方公共団体様も年々増加し、
高い評価をいただいています。

02 地域住民の利便性確保・向上



③受託窓口事務

 販売事務
• プレミアム付商品券 （詳細：P16～）
• 入場券
• ごみ袋
• ごみ処理券
• し尿処理券
• バス回数券 等

 申込取次事務
• 各種申請書(申込書)の取次
• 施設(公民館等)の利用申込・鍵の授受 等

 交付事務
• 敬老乗車証
• 福祉乗車券 等
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①公的証明書の交付事務※1

• 住民票の写し等の交付
• 印鑑登録証明書の交付
• 戸籍謄抄本等の交付
• 地方税法に基づく納税証明書の交付

• 戸籍の附票の写しの交付
• 転出届の受付・転出証明書の引渡し
• 印鑑登録の廃止申請の受付
• マイナンバーカードの電子証明書関連事務（詳細は次項以降）
• マイナンバーカードの交付申請の受付事務（詳細は次項以降）

②その他の行政事務※2

• 戸籍の届出
• 埋葬・火葬許可
• 国民健康保険関係各種届出書・申請書の

受付及び被保険者証等の交付
• 後期高齢者医療制度関係の各種届出書・

申請書の受付及び被保険者証等の交付
• 介護保険関係の各種届出書・申請書の受

付及び被保険者証等の交付
• 国民年金関係（老齢福祉年金等、特別障

害給付金も含む。）の各種届出書・申出書・
申請書・請求書の受付

• 妊娠届の受付及び母子健康手帳の交付
• 飼い犬の登録
• 狂犬病予防注射済票の交付
• 児童手当の各種請求書・届出書の受付

• 身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳の交付
(市町村の経由事務)

• 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく
精神障害者保健福祉手帳の交付

(市町村の経由事務)
• 療育手帳の交付

(市町村の経由事務)
• 中長期在留者に係る住居地の届出
• 特別永住許可等の申請、住居地等の届出及び特別永

住許可書等の交付
• 転入(転居)者への転入学期日及び就学すべき小・中学

校の通知
(教育委員会から市町村に事務委任されている場合)

• 自動車臨時運行許可
• 住居表示証明書の交付

※1 「地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律」に基づき、受託しております。
※2 「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律」に基づき、受託しております。

地方公共団体事務の受託
02 地域住民の利便性確保・向上



マイナンバーカードの普及促進に向け、利便性向上をしていきたい。「住民サービス
の維持・向上」を目指しながらも、新型コロナウイルス対策として、国民への一律10万
円給付の「特別定額給付金」のオンライン申請の際など暗証番号の再設定手続きで
窓口が混乱したので、職員の負担の軽減も考えないといけない…

郵便局では、マイナンバーカードの申請支援事務やマイナンバーカードの電子証明書
(署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書)関連事務のほか、マイナンバーカードの
交付申請の受付を地方公共団体様から受託可能です。

さらに、地方公共団体様購入のキオスク端末を郵便局に設置することで、諸証明等の発行を

マイナンバーカードを用いて、郵便局内で行うことも可能です。

ご提案POINT 2

出張所や窓口が近くになく、地区内にコンビニエンスストアもないエリアで、他地区と
同様に住民サービスの提供をしたいが、どうしたものか…

9

マイナンバーカード普及促進の
取り組み

地方公共団体様の課題POINT 1

※1 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」
による「地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律」の改正（第211回通常国会）

※2 「マイナンバーカードの引き渡し」、「マイナンバーカード券面記載事項変更の受付等」、「マイナンバー
カードの紛失届の受付」及び「マイナンバーカードの返納の受付」は、事務を実施するための端末（地方
公共団体様から郵便局へ貸与いただく端末）の改修があることから、当面は取り扱いができません。今後、
総務省からの通知を受けて、郵便局での取り扱いが可能となる予定です。

受託可能事務の拡大TOPIC

2023年の法改正※1により、マイナンバーカードの交付申請の受付等の事務が取り扱い

可能になりました。

マイナンバーカードの
交付申請の受付

マイナンバーカードの
引き渡し※2

マイナンバーカード券面
記載事項変更の受付等※2

マイナンバーカードの
紛失届の受付※2

マイナンバーカードの
返納の受付※2

マイナンバーカードの申請前から申請後までサポートいたします!

02 地域住民の利便性確保・向上
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マイナンバーカード普及促進の
取り組み

窓口混雑の解消

マイナンバーカード関連事務

を希望する地域住民が、近隣の

郵便局でも手続きできるように

なり、人の流れを分散できます。

住民サービスの向上

住民サービスの拠点を増やす

ことで、遠くの庁舎に行かずとも、

近くの郵便局でサービスが受け

られ、利便向上につながります。

職員様が基幹業務へ
注力可能

支所や出張所等で行っている

事務を郵便局でも取り扱うことで、

窓口混雑が緩和され、職員様が

基幹業務へ一層注力できます。

メリットPOINT 3

マイナンバーカードの「申請支援事務」、「電子証明書関連事務」及び「交付申請の受付事務」を
郵便局に委託する事務手数料等は、マイナンバーカード交付事務費補助金の対象であり、

「電子証明書関連事務」及び「交付申請の受付事務」の事務手数料は、委託料の基準額として、
総務省より事務連絡が発出されています。

「セルフ型/セパレート型キオスク端末の設置 及び 運用事務」は、令和7年度まで特別交付税
（措置率0.7（財政力補正あり））の対象です。

電子証明書関連事務TOPIC

マイナンバーカードの
普及に伴い、地方公共
団体様の窓口の負担が
今後ますます増えること
が予想されます。

特に、2025年以降は、
マイナンバーカードの
電子証明書の更新事務
も大きく増加します。

02 地域住民の利便性確保・向上



マイナンバーカードの申請支援事務

③ 郵便局内で顔写真を撮影・印刷し、申請
書に貼付

※ カメラ、SDカード、プリンターは
地方公共団体様が用意

地方公共
団体様

④ 申請書を送付用封筒に入れ、
郵便局社員に預ける

⑤ マイナンバーカードの受取方法等を説明
した後、チラシを渡す

① 申請キットを郵便局へ持参

⑥ 当日分の申請書入り封筒を取りまとめ、
郵送

⑦ 受領後、個人
番号カード交
付申請書受付
センターあて
郵送顔写真撮影申請書記入

マイナンバーカードの電子証明書関連事務（マイナンバーカードに設定されている暗証番号の初期化）

住民 地方公共
団体様

郵便局

① 申請書・マイナンバーカードの提出等 ② 申請書等の確認（本人確認、カード情報
の確認等）、暗証番号入力依頼

③ 申請書・マイナンバーカード
表面データを電子メールで送信

※ タブレットは地方公共団体様が用意

④ 申請受理の旨、
電子メールで
返信

⑥ 暗証番号4桁、6～16桁の入力
（専用端末）

⑤ 暗証番号の初期化（専用端末）、
暗証番号の入力依頼

⑦ カードの引き渡し

②’暗証番号4桁の入力（専用端末）
※ 署名用電子証明書用暗証番号の

場合のみ

⑨ 発行(市区町村
サーバーを経由)

マイナンバーカードの電子証明書関連事務（発行・更新の申請の受付等）

住民 地方公共
団体様

郵便局

① 申請書・マイナンバーカードの提出等 ② 申請書等の確認（本人確認、カード情報
の確認等）、暗証番号入力依頼

④ 申請書・マイナンバーカード
表面データを電子メールで送信

※ タブレットは地方公共団体様が用意

⑤ 申請受理の旨、
電子メールで
返信

⑦ 暗証番号4桁、6～16桁の入力
（専用端末）

⑥ 暗証番号の入力依頼

③ 暗証番号4桁の入力（専用端末）

⑧ 発行申請
（専用端末/市区町村サーバーを経由）

J-LIS
⑩ 電子証明書をマイナンバーカードへ

記録（専用端末）、カードの引き渡し

11

マイナンバーカード普及促進の
取り組み

② 申請書の記入方法を説明

住民 郵便局

02 地域住民の利便性確保・向上



対応内容(運用事務)

• 料金収納及び送金

• お客様へのご案内(操作方法)

• 用紙切れ、紙詰まり等への対応

• 取り忘れた証明書の保管

• 印刷不良時の返金対応

• 電気代の負担

対応内容

【設置前】
・データ通信等に関する事前調査
・ J-LISのコンビニ交付への参加

【設置時】
・設置作業全般

【運用時】
・故障時の対応
・通信費の負担
・広報誌等によるPR

【撤去時】
・撤去作業全般

セルフ型キオスク端末の設置及び運用事務

セパレート型キオスク端末の設置及び運用事務

対応内容(運用事務)

• 料金収納及び送金

• お客様からお預かりした受付票をも
とに複合機を操作し、証明書を出力

• 証明書を住民（お客さま）にお渡し

• 用紙切れ、紙詰まり等への対応

• 印刷不良時の対応

• 電気代の負担

対応内容

【設置前】
・データ通信等に関する事前調
・J-LISのコンビニ交付への参加

【設置時】
・設置作業全般

【運用時】
・故障時の対応
・通信費の負担
・広報誌等によるPR

【撤去時】
・撤去作業全般

地方公共
団体様

郵便局

＜端末ご利用時の様子＞

＜設置機器イメージ＞

証明書交付申請端末
（お客様操作）

複合機
（郵便局操作）
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マイナンバーカード普及促進の
取り組み

地方公共
団体様

郵便局

マイナンバーカードの交付申請の受付事務

⑬ カード作成・送付

住民

J-LIS

J-LIS

郵便局

① 本人確認 ② 本人確認書類
撮影データの送信

③ 実在性の確認(住基情報と突合)

④ 申請書ID
の発行

⑥ 顔写真撮影、交付申請
書の作成
(局はサポート)

⑦ 顔写真・交付申請書撮影データの送信 ⑧ 本人性の確認(審査・承認)
⑧’住民が通信中の

旨確認

⑨ 登録申請書等の受付
⑩ 申請情報の送信

(二次元バーコードの利用)

⑭ 交付前設定・
システム上の
交付処理
(暗証番号設定等)

⑮ マイナンバーカード
交付
(本人限定受取郵便等)

地方公共団体様

⑤ 交付申請書データの
送信
(二次元バーコード付き)

⑪ 登録申請書
等の送付

⑫ 登録申請書等
の受領

統合端末

リモート窓口
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住民 ③ 購入の申込

ご提案POINT 2

• 2019年10月の消費税増税に伴うプレミアム付商品券事業に関し、プレミアム付商品券の
販売業務を取り扱っています。

累計774の団体から、10,092の郵便局で受託

• 同様のスキームにより、各種プレミアム付商品券・食事券の販売業務を郵便局で受託し
ております。また、販売・精算取次事務だけでなく、発行等の業務もパッケージで実施
している事例やプレミアム付電子マネーチャージを受託している事例もございます。

④ 商品券の販売
※ 本人確認資料と

引換券の突合

① 引換券の送付

メリットPOINT 3

⑤ 販売代金の送金

⑦ 販売期間終了後
在庫返納・引換券送付

⑥ 手数料の請求・支払

「役所から遠い地域の郵便局のみで販売」など、

販売郵便局をお選びいただくことにより、エリア内

にムラなく販売拠点を確保できます。

販売拠点の確保

一時的に集中する事務について、郵便

局に委託することにより、窓口混雑の緩和

や負荷分散が可能です。

窓口混雑の解消

プレミアム付商品券の販売

地方公共
団体様

郵便局

② 販売局への商品納品

日本
郵便
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• プレミアム付商品券の販売時は、窓口が一時的に混雑することから、販売拠点を増や
したい。役所から遠い地域の住民などもアクセスしやすい販売拠点を確保したい。

• 販売拠点の確保にあたっては、商品券の適正な管理・取扱等の信頼がおけるか否かも
重要。

地方公共団体様の課題POINT 1

金融関連等の各種法令、業務の知識を有し、貯金及び保険業務で
培ったセキュリティ・品質の高い取り扱いをいたします。

プレミアム付商品券関連事務
02 地域住民の利便性確保・向上



プレミアム付商品券発行事業取扱業務

☑ポイント☑きっかけ ☑実施効果

A市の「A市プレミアどこで
も商品券第二弾および
忘・新年会応援券発行
事業」に関する公募型プ
ロポーザルへの入札

• 従来のプレミアム付商品券の
販売・精算取次事務だけでな
く、発行事業も含めて日本郵
便へ丸ごと委託が可能に

• グループ会社等との連携により、
郵便局に対し、既存メニュー
以上の幅広い事務委託が可
能に

×

郵便局への
信頼と
地域への
深い理解

グループ会社
等との連携

グループ会社等の活用により、
事業を丸ごと委託可能に！

• 2022年10月から、A市からの委託により、市内郵便局において、グループ会社等と連携しながら、プ
レミアム付商品券発行事業取扱業務を実施。

• 併せて、同市からの委託により、2022年11月から、プレミアム付商品券販売・精算取次事務も実施
し、プレミアム付商品券の発行から販売・精算取次に至るまでの様々な業務をパッケージで実施。

郵便局

A市様

日本郵便

• A市との調整窓口
• 業務体制の設計・構築
• 業務全体統括管理

A社
• 登録店登録申込受付業務支援

• 商品券や当選者引換ハガキ、落選者通知書等の制作・配送支援 等

一部業務の再委託

プレミアム付商品券
販売・精算取次事務を委託

プレミアム付商品券
発行事業取扱業務を委託

一部業務の再々委託

• 購入申込書データ化支援

• 登録申込店舗データ化支援 等
B社

一部業務の再々委託

• 電子申請受付業務支援（購入申込電子申込フォーム制作支援等）
• 市民登録店問合せコールセンター運営 等
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プレミアム付商品券関連事務

グループ会社
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プレミアム付電子マネーのチャージ（販売）事務

☑ポイント☑きっかけ ☑実施効果

プレミアム付電子
マネーのチャージに
際し、住民の利便
性を追求しつつも、
デジタル難民のケア
を行える拠点を
確保したい

• プレミアム付電子マネーのチャージ
拠点の確保によるお客様利便性
向上

• 対面で話せる複数拠点を設ける
ことで、デジタル難民のケアを実施

• 電子マネー方式の商品券の導入
により、低コスト・高品質の業務の
実現

地方公共団体が実施する事業を
効果的かつ適正に実施可能に！

郵便局への信頼と
地域への深い理解

地域をくまなくカバーする
郵便局ネットワーク

住民 郵便局

②引換用QRコード
を提示し、現金
支払

③市から貸与された
スマートフォンを
使用し、QRコード
を読み取り、金額
入力
※プレミアム分を
上乗せした電子
マネーチャージ

事前準備

【スマートフォンの場合】
• 専用アプリをダウンロードし、
同アプリで「利用者情報登録
（生年月日、氏名、住所
等）」を実施

• 「プレミアム付き商品券(引換
用)QRコード」の取得

【電子マネーカードの場合】
市から交付された電子マネー

カード(QRコード付き)を持参

＜ご利用時の様子＞

B市様

④販売代金の送金

①地域住民へ周知

• B市において、プレミアム付電子マネーのチャージに際し、デジタルに強くない市民に対するサポートが必
要との課題感

• 2022年8月から、B市からの委託により、市内9局において、プレミアム付電子マネーのチャージ（販
売）事務を受託。
※ 本取り組みを実施するにあたり、同市は「デジタル田園都市国家構想推進交付金」を活用

• 住民は、事前に専用アプリをダウンロード（もしくは市から交付された電子マネーカードを持参）の上、
郵便局の窓口でプレミアム付電子マネーのチャージが可能。
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リアルによる
信頼と安心感

プレミアム付商品券関連事務
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住民 郵便局

① 市へ相談希望

② 相談ブースに案内

③ 市の担当課に取次ぎ

④ 行政相談（タブレット使用）

事前準備

市がタブレット
端末を

郵便局に貸与

＜ご利用時の様子＞

☑ポイント☑きっかけ

郵便局に行政事務を委託する
にあたり、郵便局に来局した住民
からのお問い合わせへの対応に
ついて、住民に不便を感じさせ
ないための方策を模索する中で、
タブレット端末（テレビ電話）の
活用を検討

☑実施効果

• 住民からの照会に即時に
対応

• 郵便局の社員では答えら
れないことも、市の担当者
がタブレット端末を通じて、
直接回答することによる、
安心感の提供

住民サービスの
維持・向上が可能に！

住民との
接点を持つ
郵便局

IoT×

C市様

• 住民サービスの向上を目的として、2021年8月からA郵便局において、C市の包括的な行政事務を
受託。（2023年1月20日からB郵便局でも実施）

• 取扱業務の一つとして、C市のタブレット端末を郵便局窓口に有償で設置し、市の職員が
住民に対し、テレビ電話方式で行政相談を実施。
（郵便局の社員は住民のタブレット端末操作をサポート）

事前準備

市貸与のタブレットを郵便局に設置

16

新しい時代の流れに対応した
地方公共団体事務

【参考】

※同業務をD町からも受託

02 地域住民の利便性確保・向上

タブレット端末を活用した案内 (バーチャル行政相談窓口)



• 2023年7月から、急速なデジタル社会の進展への対応を目的として、E市からの委託により、同市内
７局において、デジタル支援事業を実施。

• 具体的には、郵便局の窓口ロビーで、希望する住民に対してスマートフォンの操作（メール作成方
法、インターネットでの検索方法、E市の公式アプリケーションのインストール及びE市粗大ごみ収
集受付サイトの案内等）に関する支援を実施。

※ F市など複数の団体から受託実績あり

新しい時代の流れに対応した
地方公共団体事務

住民 郵便局

① 広報紙等を活用して地域住民へ周知

③ 後日、来局し、デ
ジタル活用支援申
込書に記載

④ 住民へスマート
フォン操作の支援

郵便局窓口で
デジタル支援

☑ポイント☑きっかけ ☑実施効果

• スマートフォンの操作に
不慣れな高齢者等が、デ
ジタル化された社会的
サービス等を享受可能に

• デジタル支援相談の拠点
が増加

• デジタルデバイドの解消

• 急速なデジタル社会の
進展により、社会的
サービスも電子申請や
アプリケーション活用
等デジタル化が進展

• スマートフォンやタブ
レット端末の操作に不
慣れな住民への対応が
必要

×

郵便局への
信頼と
地域への
深い理解

郵便局員
による

デジタル支援

地域住民の
利便性向上とともに、

デジタルデバイドの解消へ！

E市様

⑤ 当月分の支援申込書及び
実績報告書を提出

17

【参考】

事前準備

デジタル支援に必要な
公式アプリケーションの
インストール用QRコー
ド等は市が配備

② 事前に住民が電話
等で希望日時、希
望する支援内容を
郵便局へ予約

02 地域住民の利便性確保・向上

デジタル支援相談 (スマホ操作・地方公共団体公式アプリのインストール等)



• 2019年12月から、G市からの委託により、同市内16局において、空き家等情報バンク登録の制度紹
介（問い合わせ対応）、空き家等情報バンク登録申込書や空き家有効活用促進事業補助金申請
書の受付等を実施。

• さらに、2023年7月からは、空き家等情報バンク登録の利便性向上及びデジタル化の推進のため、上記
の業務に加え、空き家等情報バンクWEB入力支援業務も実施。
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新しい時代の流れに対応した
地方公共団体事務

【参考】

住民 郵便局 G市様

＜ご利用時の様子＞
WEB入力支援以外にも、以下の申込書(紙)の
受付業務やその他問合せ対応等も実施。
• 空き家等情報バンク登録申込書
• 空き家等登録台帳登録抹消報告書
• 空き家有効活用促進事業補助金交付申請書

等

郵便局では、空き家等情報バンクへの登録、補助金申請手続の受付のみを行います。
注意：「宅地建物取引業法」第2条第2項に掲げる、「媒介」に該当する行為は行えません。

⑦ 業務報告書及び提出書類等
(写)を受付の翌営業日まで
にFAX又は特定記録郵便で
送付

① 空き家等情報バンクの
登録について相談

② 市作成のチラシを用いて
説明

③ WEB登録支援
申込書等を記入し、
提出資料※とともに
提出

※ 間取図、物件写真、
物件の所有者が
分かる資料

⑤ お客さまにスマホ、
タブレット等の
入力操作を支援

⑧ 前月分の業務報告書及び
提出書類等の原本を翌月
10日までに市に特定記録
郵便で送付
(取りまとめ局が担当)

④ チェック
シートを
用いた
提出書類
の確認

⑥ 業務報告書を作成

☑ポイント☑きっかけ ☑実施効果

空き家等情報バ
ンクや各種補助
金を住民に積極
的に活用いただ
きたいが、役所
窓口しかタッチ
ポイントがない

• タッチポイントの複数確保によって、
お客さま利便性向上や空き家に係る
各種制度の利用促進

• 手続きの不明点等を郵便局社員に
聴ける安心感の提供

• WEB入力支援によりデジタル難民
のケアを行い、デジタル化を促進

地方公共団体が展開する、
各種制度の利用促進へ貢献！

リアルに
よる安心
と信頼

×
郵便局への
信頼と地域へ
の深い理解

郵便局
員による
デジタル
支援

×

02 地域住民の利便性確保・向上

空き家等情報バンクWEB入力支援事務等



「書かない窓口（申請書作成支援システム）」の導入

☑ポイント☑きっかけ ☑実施効果

マイナンバーカードの
普及促進及び行政
サービスのデジタル
化を検討していたと
ころ、交付金が決定
し、導入に踏み切っ
た。

• マイナンバーカード又は運転免許
証の情報から読み取った、一部情
報（住所氏名等）により申請書
を作成することができ、住民の利
便性向上へ

• 申請書の誤記載や判別不明等が
なくなるため、地方公共団体の負
担軽減へ

• マイナンバーカードの普及促進

住民の利便性向上及び
地方公共団体の負担軽減へ

 2024年1月から、H町からの委託により、町内のC郵便局に「書かない窓口（申請書作成支援シ
ステム）を導入。

 利用者は、郵便局窓口に設置した申請用タブレットに、マイナンバーカードや運転免許証の情報を
読み取らせることで、住所や氏名等を記載せず、申請書の作成が可能に。

 本取組を実施するにあたり、同町は、「デジタル田園都市国家構想推進交付金」を活用。

19

新しい時代の流れに対応した
地方公共団体事務

×
住民との
接点を持つ
郵便局

書かない窓
口（申請書
作成支援シ
ステム）

住民

郵便局

H町様

＜申請用タブレット
（ロビー設置）＞

＜郵便局窓口＞

②入力データを
もとに申請書が
複合機から出力

＜印刷用複合機
(窓口カウンター内設置)＞

④お客様から提
出された申請書
を複合機でス
キャンし、役場
に送付

⑤到着した
申請書をも
とに複合機
に証明書を
送信

⑦証明書をお客様に交付

⑥料金のお支払い

①マイナンバー
カード又は運転免
許証を使用して、
専用端末に必要事
項を入力し、カー
ド読取

③申請書をお客様にお渡しし、
その他の必要事項を記入いただく。

02 地域住民の利便性確保・向上
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空き家調査
03 安心・福祉の充実

• 法改正により、空き家対策が更に必要となる中、地域内の物件が空き家であるかを
まとめて調査したい。

• 活発な空き家の有効活用や治安・景観維持、安全対策の推進などに向け、地域の
空き家情報を整理したい。

• 過去に調査した物件に対し、追跡調査を行いたいが、紙媒体で管理している他、
調査のマンパワーも不足している。

• 自治会長に調査をお願いする場合、効率性や調査濃淡の面で悩ましい。

地方公共団体様の課題POINT 1

• 2023年1月から3月まで、I町から空き家の現状を確認する「空き家調査業務」を受託。

• 町が独自に調査し判明した空き家について、日々の業務などで配達地域内の状況に精通するD郵便局A集
配センター社員（郵便集配業務を担当する社員）が、同町が示した調査項目を基に、タブレット端末を
用いて現状を確認（システム入力、外観撮影）し、同町へ報告。

①当日の調査先の確認

②調査携帯物（タブレット、
腕章、身分証明書）の
授受、授受簿への記入

（身分証明書） （腕章）

①空き家調査業務に従事する際は、腕章を着用し、外観目
視で調査項目を基に確認

②タブレット端末から確認結果をシステム入力(判断基準の
該当有無等)及び撮影（判断の根拠となる画像）

 建物：傾斜の有無
 屋根：破損の有無
 外壁（正面以外）：破損の有無
 門又は塀：傾斜の有無
 ゴミ・資材の放置・散乱：放置

散乱の有無
 立木・雑草：手入れの有無
 ドア（入り口）：破損の有無

準備
・出発

調査

準備時に授受した物品の
返却、授受簿への記入 帰局

ご提案POINT 2

集落・地域を知りつくす地元の郵便局社員による空き家調査が可能です。調査
した情報は、アプリの活用によりデジタル化されます。

調査する項目や調査対象の物件（既知空き家調査、空き家予備群調査、全件調査）
といった条件面含め、様々なご要望を承っております。

受託例



郵便局のみまもりサービス

ご高齢の方の
孤立化防止

ご高齢の方とご家族の間での

コミュニケーションが深まることで、

孤立化を防ぐことが可能です。

地域住民の生活状況が
把握可能

地域住民の生活状況の把握

(局員による訪問)や体調確認(で

んわ)を行うことが可能です。

安心安全を確保

万一の際は、警備会社による

緊急駆けつけをオプションとして

追加可能です。

メリットPOINT 3

• ご高齢の方が、住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らせる街にしたい。
• 民生委員等のご高齢の方を支える担い手が不足しており、サービスが十分に行き

届いていない地域がある。また、ひとり暮らしのご高齢の方の孤立化を防ぎたい。
• 行政サービスとして実施している高齢者見守り事業の費用を削減したい。

みまもり訪問サービス、みまもりでんわサービス及び駆けつけサービス(オプション)に
より、孤立化を防ぎ、ご高齢の方の安心安全に貢献します。

ご提案POINT 2

毎月、会話を通じた生活状況確認
ご家族

郵便局

ご利用者

地方公共団体様・
地域包括支援センター 等

双方向コミュニケーション

みまもり訪問サービス
定期訪問(毎月1回)

定期訪問、電話の内容報告

定期訪問、
電話の内容報告

みまもり訪問サービス
月額2,500円(税込)

※地方公共団体様向けに月額2,200円(税込)でご提供

みまもりでんわサービス
固定：1,070円(税込) 携帯：1,280円(税込)

駆けつけサービス
月額880円(税込)～＋駆けつけ料

※地方公共団体様向けに都度の駆けつけ料がかからない
プランを月額3,410円(税込)～ご提供。

郵便局社員がご利用者宅へ月1回
訪問の上、会話を通じて生活状況
を確認し、ご家族や地方公共団体
担当者様など指定した報告先へ
メールします。

毎日電話による体調確認を行い、
報告先へメールします。
＜ナレーターによる録音音声コール例＞
本日の体調はいかがですか？次の3つの中からお選
び下さい。
1.元気です/2.いつも通りです/3.元気がありません

万一の際、警備会社が駆けつけ
ます。「みまもり訪問サービス」
または「みまもりでんわサービ
ス」のオプションとして追加でき
ます。
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地方公共団体様の課題POINT 1

みまもりでんわサービス
電話(毎日1回)

 毎月の訪問時に会報誌をお届けしま
す。

 ご利用者とそのご家族は健康・医
療・介護に関する電話相談窓口を追
加料金なしでご利用いただけます。

03 安心・福祉の充実



新たなつながりの創出
地域住民の生活状況が

把握可能

地域の住民ごとの生活リズムに

合わせて、体調や服薬状況を確

認できます。

ご高齢の方の
デジタルシフトの促進

スマートスピーカーは音声操作

のため、ご高齢の方でも比較的

容易に利用可能です。

メリットPOINT 3

• スマートスピーカーによるみまもりサービス※は、人員不足等により対面でのサポート
が難しい状況下においても、ご高齢の方の孤立化を防ぎ、安心安全を提供します。

• ご利用とそのご家族や地方公共団体様との「新たなつながり」を創出し、さらには地域
住民のデジタルシフトを促進します。
※ スマートスピーカーで使用できる日本郵便が開発した見守りアプリでサービスを行います。

ご提案POINT 2

毎月、会話を通じた生活状況確認
ご家族

郵便局

ご利用者

地方公共団体様・
地域包括支援センター 等

郵便局による
サポート※1

スマート
スピーカー

体調は良いですか

「はい、元気よ」

毎日の生活状況確認、服薬確認、
お知らせ・写真のやりとり、
イベントの案内など※2

朝のお薬は
もう飲まれましたか
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地方公共団体様の課題POINT 1

スマートスピーカーを活用した
郵便局のみまもりサービス

• 地域のひとり暮らしのご高齢の方の孤立化を防ぎたい。
• 対面でのサポートが人員不足等により難しい。
• (特に)ご高齢の方に対して効果的な情報発信がしたいだけど…

※1 「みまもり訪問サービス」も併せて導入いただくことで、訪問によるフォロー・生活状況の確認
（月1回）も実施いたします。また、機器の設置等も要望に応じて実施いたします（要調整）。

※2 アプリは、ご要望に応じてカスタマイズできます（カスタマイズには別途費用が発生）。
例：動画再生機能・防災無線連携機能・健康管理機能

毎日の生活状況確認、服薬確認、
写真・メッセージのやりとり

交付金・補助金POINT 4

• 本事業は交付金や補助金などを活用して導入することが可能です。
• 2022年度「デジタル田園都市国家構想推進交付金」及び2023年度「デジタル田園都市国

家構想交付金」のほか、保険者機能強化推進交付金（厚生労働省）、人生100年時代づく
り・地域創生ソフト事業交付金（公益財団法人 地域社会振興財団）を活用してサービスを導
入した実績があります。

ビデオ通話によるコミュニケー

ションや、地方公共団体様から

のお知らせ通知・アンケート送信

が可能です。

03 安心・福祉の充実



生産者支援
(販路開拓・拡大)

カタログ等への掲載により、地域の

特産品等を全国の郵便局で取り扱う

ことで、新たな販路拡大により、地域

経済の活性化につながります。

地域特産品等のPR

当社HPや各種メディアへ

の掲載などにより、地域特産

品等のPRにつながります。

働き手不足の解消

受注や発送に係る作業を委託

することで、地域の働き手不足の

解消につながります。

地域の特産品を全国にPRしていきたいが、どんな方法があるのだろうか…

• 名所や風物など地域ならではの題材をもとにしたオリジナル フレーム切手を
企画・発売することで地域をＰＲできます。

• 各地域の名産品・特産品等を掲載した、ふるさと小包カタログやチラシを全国
の郵便局に展開することで、地域産品のＰＲや販路拡大を支援します。

地方公共団体様の課題POINT 1

ご提案POINT 2

メリットPOINT 3

オリジナル
フレーム切手

「角島大橋開通20周年」

オリジナル
フレーム切手
「京築神楽」

ふるさと小包
全国版カタログ
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地域のPR商品の開発
04 地域経済の活性化



郵便局内に商品棚を設置し、地元で生産された農作物(野菜・果物等)の他、
日用品などの無人販売が実施できます。（有償にて提供）

ご提案POINT 2

地域事業者の販路拡大

新たな販売チャネルの確保に

より、新規顧客の獲得が期待さ

れます。

地域経済の活性化

郵便局を中心とした新しい

コミュニティが生まれることで

地域経済の活性化が期待

されます。

生産者様がPR等の
業務に注力可能

販売に係る人手を削減できる

ため、PR等の他の業務に、より

一層注力できます。

① 野菜、果物等の
持ち込み

• 郵便局内の商品棚に地元
生産者様の商品を陳列

• お客さまは、入金箱に
商品代金を入れ、商品を
購入

② 購入

生産者様、地域企業様

商品棚設置、生産物の持ち込み

郵便局

ロビースペースの貸し出し

地域住民

利便向上

24

地方公共団体様の課題POINT 1

郵便局ロビーでの無人販売

生産者の販路拡大を支援したいが、どこに相談すれば良いだろうか…

メリットPOINT 3

04 地域経済の活性化



郵便局や日本郵便所有の商業施設（ＪＲ東京駅前の「ＫＩＴＴＥ」・ＪＲ名古屋駅
前の「ＫＩＴＴＥ名古屋」・JR大阪駅前の「KITTE大阪(※)」）を観光ＰＲや特産品の
販売イベントのスペース等として活用することができます。
※2024年7月に開業予定（2024年3月31日時点の情報）

ご提案POINT 2

郵便局活用例

KITTE活用例

物産展
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PRチャネルの拡大をしたいが、方法がわからない…

地方公共団体様の課題POINT 1

イベント・広告スペースの提供
(郵便局・日本郵便所有の商業施設）

郵便局内イベントスペースの提供
（地域の特産品を直売）

ポスター（地域の観光誘致）

新型コロナ感染症５類移
行に伴い2023年6月より
「試飲・試食を伴うイベ
ントスペースを利用した
広告イベント」を再開し
ております。

04 地域経済の活性化



地域内配送を促進させたいが、配送の担い手がみつからない。例えば・・・
・地産地消に繋がる地域内の食品（果物・野菜等）流通を活性化させたい
・買物に困っている地域へ商品を届けたい

地域内で“ちょこっと運んでほしい”といったニーズにお応えするために、郵便車両の
空きスペースを活用した、安価で気軽に使っていただけるサービスを提供します。

地方公共団体様の課題POINT 1

ご提案POINT 2

メリットPOINT 3

ぽすちょこ便
(地域内流通を支援する新たな配送)

地域内配送でおトク！

一定地域内を定時運行する郵便
車両の時間帯や配送ルートとお客さ
まのニーズが合えばおトクにお届けでき
ます。配送には郵便局のケースをご利
用いただきます。

空きスペースは
Web予約でベンリ！

所定のWebサイトにより、初回登
録後は、ご希望の時間帯に郵便車
両の空きスペースを簡単に予約でき
ます。※予約した予約情報は相手
方へ送付いただきます。

宛先不要でラクラク！

発送・受取は郵便局窓口となりま
すので受取先の宛名・住所確認は
不要です。配送用帳票は予約情
報に基づき郵便局員が発行します。

活用事例POINT 4

J市内の
地産地消取組に活用

生産者と飲食店のつながり強化とSDGｓの推進を
図る取組にぽすちょこ便を利用いただき、生産者の方
から飲食店の方へのフルーツ発送手段として活用い
ただきました。提供価格は1ケース税込290円となり
ます。

※地域内産りんごの発送・受取の様子

K市内の
地産地消取組に活用

同一市域内の地産地消促進のため、山間部の生
産地域から市街地の飲食店へ、特産品等の配送に
活用いただきました。生産地域の地域商社が商品を
最寄り郵便局へ持ち込むだけで、市街地の飲食店
へ安価にお届けすることが可能となりました。提供価
格は1ケース税込300円となります。

※スキームイメージ

飲食店 地域商社

郵便局郵便局

注文 持込・差出

輸送受取

＜市街地＞ ＜山間部(生産地)＞

04 地域経済の活性化
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事務局機能を担う仕組みがもともとできていない。加えて、新しい取組や地域イベントを
行う際に、関係者の合意形成・意思決定の上、運営していくことが難しい・・・

• 郵便局では、地方公共団体様が新しい取組みや地域イベント等を行う際のサポートを
させていただいております。

• 具体的な事例としまして、2023年に海洋ごみ清掃活動イベント事業のサポート業務を
受託した際の対応イメージをご紹介します。

※当該事例は、A海において海洋ごみ対策が喫緊の課題となっており、
L市及びA海地区漁業幹部協議会と共に、持続可能な海洋ごみの
処理体制の構築を目指したものです。

• 今回のような清掃活動イベントに限らず、地方公共団体様の企画する取り組みの
内容に応じて、臨機応変にサポートさせていただきますので、まずはご相談ください！

地方公共団体様の課題POINT 1

ご提案POINT 2

効果的な広報戦略
の策定

郵便局には、多彩な広告メ

ニューがあるため、目的や用

途に応じた効果的な広報戦

略の立案が可能です。

円滑な事務局運営

郵便局長の日ごろからの

地域住民とのコミュニケー

ションや地域への深い理解

により、円滑な事務局運営

を実現致します。

丁寧なフィードバック

イベント終了後には、活動

報告書を作成し、評価・反

省を行います。イベントの結

果を分析し、次回企画に向

けたお手伝いをさせていた

だきます。

メリットPOINT 3

地域イベントの事務局機能
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• イベント計画の策定

• 定例会議の開催、運営

• イベントの広報戦略の策定・告知

• イベント参加者の出欠確認

• イベント参加者への事前案内

事前
準備

イベント活動報告書の
作成

開催
後

• イベントの
司会進行

• イベントの
活動記録

当日

＜イベント当日の様子＞
郵便局

L市様

A海地区
漁業幹部協議会様

※ B地区の漁協役員
を構成員とする任
意団体

海洋ごみ清掃活動イベント事業
サポート業務を委託

A海包括的
海洋ごみ対策に
関する協定
(三者協定)

04 地域経済の活性化



• 物流ソリューションセンター（LSC）や郵便局の空きスペースなどを活用した備蓄物品等の
保管・管理・輸送を行うサービスを有償で実施しております。

• 日本郵便の輸送網を活用できることに加え、保管倉庫の確保、増築及びメンテナンス等
の手間を軽減できます。

ご提案POINT 2

①物流ソリューションセンター(LSC)等を活用した備蓄物資配送・管理業務

• LSCとグループ会社を活用した物流サービスは、平時における備品管理や入れ替えに関わる煩雑
な管理作業、人員不足による本来業務の圧迫を軽減します。

• 防災対策のパートナーとして、平時より最適な備蓄品物流の構築や自治体の防災訓練への参加
等、顔の見える協力体制を提供します。
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地方公共団体様の課題POINT 1

防災物品の保管・輸送

• いつ自然災害が起こるかわからない昨今、災害に強いまちづくりをしたい。
• 防災対策に物品を備蓄しているが、保管場所の確保や平時の備蓄品管理業務が大変。
• 災害時、住民対応に追われ一刻を争う対応に支障が出ないか心配である。

05 その他、お手伝いできること



メリットPOINT 3

③郵便局スペースの防災倉庫としての活用、物品配送

地方公共団体様に郵便局スペースを防災倉庫として賃貸し、地方公共団体様が防災物品（保存食、
水等を想定）を保管します。

災害発生時に、地方公共団体様から郵便局のゆうパック等を活用いただき、避難所に配送します。
※ 賃貸できる場所は郵便局により異なるため、調整が必要です。また、安全に荷物を配送できることが確認できてからの

配達となります。

① LSC等の活用

防災備蓄業務の可視化及び管理を明確に

備蓄品の入替や管理、各倉庫や避難場所への輸送業
務も一括で委託することで業務負担を軽減。人事異動等
による業務修練のムラを無くすことで万全の態勢で災害
に備えられます。

新たな防災体制の構築

郵便グループが持つノウハウとサービスを活用し防災物
流を最適化。 平時より日本郵便も自治体の防災活動へ
参加することで、地域に根差した協力体制を実現。災害
発生時においても再現性の高いスムーズな物流が期待
できます。

②防災ゆうストレージ

住民からの信頼感向上・住民の防災意識の向上

一歩踏み込んだ災害対策に取り組まれることで、信頼
感、安心感の創出に繋がります。また、防災に関する準
備や情報取得は必要だと分かっていても、つい後回しに
しがちですので、防災対策を考えるきっかけになります。

③郵便局スペースの活用

郵便局舎の災害への強さ

多くの郵便局は、耐震性、耐久性の優れた構造です。
特に、配送を担う郵便局は、地面から床上まである程度
の高さを確保していることから、災害の影響を受けること
が少ないです。

物品の調達、物品搬入・管理、
災害時の郵便局への差出

スペースの貸し出し、
指定先への配送

地方公共団体様 郵便局
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防災物品の保管・輸送

②被災時のストレス軽減、思い出の品を守る、防災ゆうストレージ

• 災害に備え、住民の方にとって「長期の避難生活に必要となる日用品」や「思い出の品
などのなくしたくない大切なもの」を、専用ボックスでお預かりし、居住地域とは異なる都
道府県に所在する寺田倉庫が管理する耐震基準を満たした倉庫で保管いたします。

• 災害発生時に、避難所やご自宅等、ご指定の場所に郵便局がお届けします。

• 地方公共団体様が保管場所にお困りの場合、準備いただいた災害備蓄品を、専用
ボックスでお預かりし、上記の倉庫で保管します。

・備蓄品購入
・防災ゆうストレージ申込
・専用ボックスに備蓄品を
入れ倉庫へ発送

保管場所にお困りの場合

住民の方へご紹介いただく場合

取り出し手続により
倉庫から発送

避難所や
ご自宅等に配送

チラシ、ポスター、webサイトで
ご案内

・備蓄品購入
・防災ゆうストレージ申込
・専用ボックスに備蓄品を
入れ倉庫へ発送

専用
ボックス(大)

詳しくは
こちらから

地方公共団体様

住民

C社倉庫 ＜災害発生＞ 郵便局

05 その他、お手伝いできること



平日 9：00～16：00 （土・日・休日は取扱不可）
※ ホームまでの通路は、終日利用可能。

‧ 普通乗車券、定期券などの乗車券類及び無記名式のSuicaへのチャージ、
精算

‧ 列車の発車時刻、運賃等のご案内など

• M市様、東日本旅客鉄道（以下JR東日本）及び日本郵便の各々が抱える課題解決に向けて
協議した結果、実現した施策。

• JR東日本と日本郵便が互いに連携・協力し、地域・社会の活性化に貢献するため、「郵便局と
駅の機能連携」として、A駅（M市）において、郵便局における駅窓口業務の一体的な運営を
実施中。

• A駅の敷地内に新築、移転したE郵便局において、郵便・貯金・保険業務に加えて、駅窓口業
務を実施。

駅窓口業務

営業時間

郵便局における駅窓口業務の一体的な運営
乗車券類
購入等

乗車

外観 内観

イメージ
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郵便局×駅（A駅郵便局の場合）POINT

郵便局と駅の機能連携

JR東日本 ：B駅、C駅、D駅

A鉄道 ：E駅

※駅窓口の業務内容は各駅・郵便局により異なります。

その他の
実施駅

（予定含む）

乗車券類
精算等

降車
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郵便局スペースの活用POINT

D社
(コワーキングスペース事業者)

ＮＰＯ法人E
(保育所事業者)

日本郵便
賃貸 転貸

保育所

コワーキングスペース

郵便局

郵便局スペースの活用は、局舎等の使用状況や今後の利用予定、設備の劣化状況、経済条件等
を踏まえ、検討させていただきます。

イメージ

コワーキング

スペース内観
保育所外観

F郵便局外観

• N町様や地元の要望、施設運営事業者様、日本郵便の各々が抱える課題解決に向けて協議し
た結果、F郵便局の一部空きスペースを認可小規模保育施設（以下、「保育所」）及びコワーキン
グスペース※として賃貸した事例。

• 近隣にある保育所の定員増加に伴う移転先として、N町様の協力のもと、同保育所の賃貸人で
あったD社と協議した結果、諸条件が合致して実現。

• 保育所に加え、賃貸先であるD社においてコワーキングスペースも設置することで、地域におけ
る新しい働き方を提案する施設となりました。

※ 異なる目的を持った人々が、事務所スペース、会議室、打ち合わせスペースなどを共有しながら独立した
仕事を行う作業スペースのこと。
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認可小規模保育施設・
コワーキングスペースとしての活用

05 その他、お手伝いできること



郵便局と一緒に職員の皆さまの夢や、希望を叶えるお手伝いをしませんか？

働く意欲の向上

職員の皆さまの夢や希望を叶

えるお手伝いをすることで、皆さ

まの働く意欲の向上が期待でき

ます。

職員満足度の向上

職員の皆さまの人生設計をサ

ポートする取り組みを地方公共

団体として実施することで、職員

満足度の向上が期待できます。

私生活の充実

職員の皆さまが抱える老後資

金や病気への備えなどの不安を

解消する機会を提供することで、

生活の充実につながります。

• 職員の夢や希望をかなえる手伝いをしてあげたい！
• 地域の課題解決に向けて多忙な毎日を過ごす職員の頑張りに報いる形で、仕事

に対するモチベーション(職員満足度)向上ができないだろうか。

職員の皆さまに資産形成や保障の必要性を伝える機会を提供することで、職員
満足度や仕事に対するモチベーションの向上が期待できます。

ご提案POINT 2

メリットPOINT 3
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地方公共団体職員様向け
各種金融情報のお届け

地方公共団体様の課題POINT 1
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名称 日本郵便株式会社

設立年月日 2007年10月1日
日本郵便株式会社法(2005年10月21日法律第100号)に基づく

本社所在地 〒100-8792 東京都千代田区大手町二丁目3番1号

資本金 4,000億円

株主 日本郵政株式会社 100%

主な事業内容 郵便業務、銀行窓口業務、保険窓口業務、印紙の売りさば
き、地方公共団体からの受託業務、前記以外の銀行業、生
命保険業および損害保険業の代理業務、国内・国際物流業、
ロジスティクス事業、不動産業、物販業など

Webサイト https://www.post.japanpost.jp
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おわりに

会社概要

今回ご紹介した取り組みは、主に全国的に実施している施策であり、これらの他、各地域
のニーズに合わせ様々な取り組みを行っております。

既存の取り組みにしばられることなく、これからの地域のために何ができるかということ
を議論するため、地方公共団体様との間で協議会を設置し、様々な検討を行っている地域も
あります。

地域に根ざした郵便局だからこそできることを、これからも模索し続けてまいります。

06 おわりに



ご関心・ご不明点等ございましたら、お気軽にご連絡ください。

都道府県
担当
支社

メールアドレス

北海道 北海道
経営管理部 地方公共団体窓口担当
nipponnyuubinn-chihousousei.hokkaidou.ii@jp-post.jp

青森県、岩手県、宮城県、
秋田県、山形県、福島県

東北
経営管理部 地方創生・事業共創担当
nipponnyuubinn-chihousousei.touhoku.ii@jp-post.jp

茨城県、栃木県、群馬県、
埼玉県、千葉県

関東
経営管理部 地域連携担当
nipponnyuubinn-chihousousei.kanntou.ii@jp-post.jp

東京都 東京
総務部 地方創生・みまもり担当
nipponnyuubinn-chihousousei.tokyo.ii@jp-post.jp

神奈川県、山梨県 南関東
総務部 地域連携担当
nipponnyuubinn-chihousousei.minamikanntou.ii@jp-post.jp

新潟県、長野県 信越
経営管理部 地方創生担当
nipponnyuubinn-chihousousei.shinnetsu.ii@jp-post.jp

富山県、石川県、福井県 北陸
経営管理部 地域連携担当
nipponnyuubinn-chihousousei.hokuriku.ii@jp-post.jp

岐阜県、静岡県、愛知県、
三重県

東海
経営管理部 自治体担当
nipponnyuubinn-chihousousei.toukai.ii@jp-post.jp

滋賀県、京都府、大阪府、
兵庫県、奈良県、
和歌山県

近畿
経営管理部 地方公共団体営業担当
nipponnyuubinn-chihousousei.kinnki.ii@jp-post.jp

鳥取県、島根県、岡山県、
広島県、山口県

中国
経営管理部 地公体・地方創生・みまもり・事業共創担当
nipponnyuubinn-chihousousei.chuugoku.ii@jp-post.jp

徳島県、香川県、愛媛県、
高知県

四国
経営管理部 地方創生・事業共創担当
nipponnyuubinn-chihousousei.shikoku.ii@jp-post.jp

福岡県、佐賀県、長崎県、
熊本県、大分県、宮崎県、
鹿児島県

九州
経営管理部 地方創生担当
nipponnyuubinn-chihousousei.kyuushuu.ii@jp-post.jp

沖縄県 沖縄
経営管理部 地方公共団体・みまもり担当
nipponnyuubinn-chihousousei.okinawa.ii@jp-post.jp
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お問い合わせ先

 メールでのお問い合わせ

本社 地方創生推進部 企画・業務担当 03-3477-0561

 お電話でのお問い合わせ
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MEMO



ぽすくまは日本郵便の
キャラクターです。

2024年4月更新


